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　一般財団法人情報法制研究所（JILIS）では、「情報、
メディア等に関して、 法、 技術及びビジネスの観
点から学術的、実務的に研究（以下「情報法制研究」
という。）し、その成果を公表若しくは提言し又は
教育啓発することを通じて、 健全な情報社会の進
展に貢献することを目的」（定款３条）とし活動し
ておりますが、 その目的を達成するため、 情報法
制 研 究 に 関 し て、「(1) 国 内 及 び 海 外 の 動 向 等 に 関
する調査研究及び研究成果の公表、(2) 情報法制度
のあり方等に関する政策提言、意見書等の作成、(3) 
調査研究報告書の発行、 書籍の出版等による情報
発信」 等（定款４条） の事業を行うこととしてお
ります。
　具体的には、 オンライン広告研究タスクフォー
ス（TF） な ど 10 以 上 の TF を 設 置 し 研 究 し 一 部
報 告 書 や 提 言 を 公 表 し て お り ま し た が、 こ の 度、
JILIS レ ポ ー ト を 発 刊 し、 各 TF そ の 他 の 研 究 成 果
を研究ノートまたは中間報告として、随時研究員、

企業会員に向けて随時報告し、 より迅速に成果の
共有を図るとともに、JILIS ホームページを通じて
広く社会に公表していきたいと思います。JILIS レ
ポ ー ト は、PDF 版 と し て 発 行 し、 年 に １ 度 編 集 し
て冊子版も発行し URL 及び冊子版の頁でレファレ
ンス可能な形態で公表し、 国会図書館及び主要大
学図書館等に寄贈します。
　執筆者は、原則として JILIS の理事、参与、顧問
及 び 研 究 員 と し、1 レ ポ ー ト 1 コ ン テ ン ツ と し 理
事長決裁で適宜報告とする予定です。 内容は、TF
の成果報告（中間報告）、役員及び研究員の情報法
制に関する研究ノート、講演会、セミナー等の報告、
事務局からの JILIS 活動報告、インタビュー、対談、
鼎談等を予定しています。
　JILIS レポートを通じて、 会員企業、 研究員、 そ
の 他 社 会 と の 成 果 共 有 と よ り よ い コ ミ ュ ニ ケ ー
ションのツールになればと願っております。
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